
直監告示第５号 
 

令和５年４月１２日付 直監告示第１号により公表した監査の結果について、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基

づき、直方市教育長から次のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。 
 

 令和５年４月２６日 
                                   直方市監査委員  大  場   亨 
                                   直方市監査委員  田 代  文 也 
 

教育委員会 教育総務課 定期監査指摘事項措置状況報告 

 

 指摘の内容 監査委員意見 講じた措置 完了（予定）時期 

契
約
事
務
に
つ
い
て 

令和 4年 6月からの浄

化槽維持管理業務委託

（長期継続契約）におい

て、入札が不調であった

ために 5 月までの委託契

約を 2 か月間延長する変

更契約を締結している。

また、その契約金額に年1

回の法定点検費用の月割

り額が算入されている。 

 

随意契約によることができる場合とし

て、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1

項第 8号に「競争入札に付し入札者がない

とき、又は再度の入札に付し落札者がない

とき。」とあることから、入札が不調であ

った場合には、以前の契約を変更するので

はなく、新たに随意契約を締結すべきであ

る。また、本契約の法定点検費用について

は、割り崩さずに各年度内のいずれかの月

に定額を算入するのが望ましい。契約事務

について、今後適正な事務処理をされた

い。（直教管第 140号ほか） 

変更契約に関して、地方自

法施行令の契約に関する内

容を正しく理解ができてい

なかった。また、法定点検費

用については、その性質に合

わせた金額の設定ができて

いなかった。今後、契約に関

して平時と異なる処理をし

なければならない場合は、原

課だけの判断でなく、契約係

とも協議し、適正処理をする

よう指導した。 
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